
復興支援に向けた多様な担い手のロードマップ
〜 NPO等、企業等、自治会等、市町村、都道府県・国の取組〜

2012.4.
復興庁 ボランティア・公益的民間連携班

男女共同参画班
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１）「連携復興」と「ロードマップ」の必要性について

• 連携復興とは何か？

– 被災地の多様なニーズに柔軟に対応するには、行政・民間それぞれの担い手が多様に
連携する必要がある

– 被災3県では地元NPOによる「連携復興センター」などのネットワークが設立され、民間と
行政の連携による復興に着手している

– 政府においても、NPOや事業者など、民間との連携をさらに推進し、復興を加速させるこ
とが期待されている

• ロードマップについて

– 多様な担い手が連携して復興にあたるには、「対象とする課題」や「目標とする状態」
(○○ができている状態）を共有することが望ましい

– そこで、多様な担い手の連携による復興が望ましいと考えられる分野について、おおむ
ね３年先までの復興プロセスにおおける１年ごとに状態目標を整理した

– 復興への道筋と担い手ごとに期待される役割について整理することで、ひとりひとりを大
切にした復興の実現を期待

– その際、担い手としての女性の参画に留意

復興への道筋を共有し、多様な担い手が連携しながら復興を推進
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２）ロードマップの概要①

•被災された方々の「暮らしの場所」や「復興の進展」を見据え、向こう３年間の「目標とする
状態」を年ごとに設定。連携復興が求められる５つの分野で、取り組みを促進する。

「連携復興」の５つの分野と３年後の「目標とする状態」①

1. 被災者生活支援 ： 仮設等での暮らしサポートによる「新しいコミュニティ」の形成
＜取組例＞ NPO等 ：地元団体によるコミュニティ形成支援、見守り活動の展開

企業等 ：本業を通した被災者生活支援
自治会等 ：仮設住宅でのコミュニティ形成
市町村 ：仮設住宅等での生活支援、孤独死防止事業の実施
都道府県・国 ：仮設住宅でのいきがい・しごとづくり支援、就労支援

2. 遠隔避難者支援 ： 情報提供や転居支援などによる「つながり」の実現
＜取組例＞ NPO等 ：避難先の地元NPOによる生活支援、見守り活動の展開

企業等 ：本業を通した避難生活支援
自治会等 ：避難先でのネットワークの形成、地元団体との連携
市町村 ：遠隔避難者の実態把握、地元情報の発信
都道府県・国 ：避難先の県、社協、NPOとの連携

3. 復興まちづくり ： 合意形成と資源マッチングによる「復興まちづくり」のスタート
＜取組例＞ NPO等 ：専門家の派遣を通じた合意形成支援、外部リソースのマッチング

企業等 ：本業を活かした合意形成支援
自治会等 ：住民による合意形成組織の設立、行政との継続的な対話の実施
市町村 ：住民による合意形成組織の承認、合意形成のしくみづくり
都道府県・国 ：「復興円卓会議」の設置・実施
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２）ロードマップの概要②

「連携復興」の５つの分野と３年後の「目標とする状態」②

4. 産業再生・就労支援 ： 地元の「しごととくらしを守り育てるしくみの構築」と展開
＜取組例＞ NPO等 ：地元NPOの育成・支援 就労支援プログラムの実施

企業等 ：被災地の事業所の育成・支援
自治会等 ：商店街等での合意形成組織の設立、地元情報の発信
市町村 ：被災した事業者支援の強化、就労支援プログラムの支援
都道府県・国 ：産業復興支援

5. 多様性への配慮 ： 「ひとり一人を大切にした復興」の実現
＜取組例＞ NPO等 ：専門NPOの育成・支援 就学・就労支援プログラムの実施

企業等 ：被災地の支援団体への支援
自治会等 ：課題ごとのコミュニティの形成、支援団体のネットワークの構築
市町村 ：被災した要援護者の実態把握、関連施設の再建支援
都道府県・国 ：関連省庁・部署との連携体制の構築、関連情報の提供
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「コミュニティ」「市町村」「県」「国」の４つのレベルでの「連携復興スキーム」（例示）

1. コミュニティ ：「住民による合意形成組織」*を受け皿としたコーディネート
2. 市町村 ：MSP**による「地域復興円卓会議」を設置
3. 県 ：MSPによる「県民復興円卓会議」の設置、復興庁各局・支部との連携
4. 国 ：MSPによる「復興円卓会議」の設置、復興庁との連携

*住民による合意形成組織：「まちづくり協議会」など、地域住民による合意形成を行う組織。
**MSP：マルチ・ステークホルダー・プロセス。主要な社会課題の解決に向け、３つ以上のステークホルダー（NPO、事業者、政府など）
が参加して目標設定や行動計画を策定し、責任をわかちあうプロセス。

•なお、ロードマップの実行にあたっては、多様な担い手が連携するためのスキームが必要



ロードマップ①被災者生活支援

2012年4月〜2013年3月 2013年4月〜2014年3月 2014年4月〜2015年3月

被災者
生活支援

・仮設住宅での孤立を防ぐ

・見なし仮設、自宅避難者の孤
立を防ぐ

・復興住宅への移行に向けたコ
ミュニティの形成

・仮設→復興住宅等への移行
の見通しが立つ

・引越支援などによるスムーズ
な移行

・空き住戸が増える仮設住宅
団地での孤立防止

・復興住宅等への移行が完了

・復興住宅等でのコミュニティ
の形成
・復興住宅等での孤立の防止
・いきがいやしごとの創出

仮設住宅団地と見なし仮設・自宅避難者を含む被災者の暮らしをサポートし、復興住宅への移行を見越し
た計画的な支援を、途切れなく提供する

2012年4月〜2013年3月 2013年4月〜2014年3月 2014年4月〜2015年3月

NPO等 地元団体によるコミュニティ形
成支援、見守り活動の展開

復興住宅等への転居支援
仮設住宅での孤独死防止強化

新しいコミュニティ形成への支
援、いきがい・しごとづくり

企業等 本業を通した被災者生活支援 復興住宅での生活支援 いきがい・しごとづくり支援

自治会等 仮設住宅でのコミュニティ形成 復興住宅等への移行準備 新しいコミュニティの形成

市町村
仮設住宅等での生活支援
孤独死防止事業の実施

復興住宅等の入居支援
仮設住宅での見守り強化

復興住宅等での生活支援

都道府
県・国

仮設住宅でのいきがい・しごと
づくり支援、就労支援

復興住宅の管理・運営支援
仮設住宅の統廃合

復興住宅等でのいきがい・しご
とづくり支援、就労支援

＜担い手ごとの主な取り組み＞

＜各年ごとの状態目標＞

＜基本的な考え方＞
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ロードマップ②遠隔避難者支援

2012年4月〜2013年3月 2013年4月〜2014年3月 2014年4月〜2015年3月

遠隔避難者
支援

・避難先でのコミュニティ形成

・被災者支援情報への確実な
アクセス

・安定した生活の場への移行
のめどが立つ

・引越支援などによる新生活へ
のスムーズな移行

・復興住宅等への移行が完了

・復興住宅等でのコミュニティ
の形成
・復興住宅等での孤立の防止
・いきがいやしごとの創出

2012年4月〜2013年3月 2013年4月〜2014年3月 2014年4月〜2015年3月

NPO等 避難先の地元NPOによる生活
支援、見守り活動の展開

新しい生活の場への移行支援
生活相談事業の強化

新しいコミュニティ形成への支
援、いきがい・しごとづくり

企業等 本業を通した避難生活の支援
避難先でのいきがい・しごとづく
り、新生活スタート時の支援

いきがい・しごとづくり支援

自治会等
避難先でのネットワークの形成
地元団体との連携

地元など新しい生活の場への
移行準備

新しいコミュニティの形成

市町村
遠隔避難者の実態把握
地元情報の発信

復興計画の着手
仮設住宅等での生活支援

復興住宅等での生活支援
協働によるまちづくりの推進

都道府
県・国

、避難先の県、社協、NPOとの
連携

地元市町村との情報共有
避難先自治体等との連携

新しいコミュニティでのいきが
い・しごとづくり支援

＜担い手ごとの主な取り組み＞

＜各年ごとの状態目標＞

遠隔避難者が孤立感を覚えずに生活再建のプロセスを歩めるよう、避難先での生活支援と被災者向けの情
報共有、新生活への移行支援を行う。

＜基本的な考え方＞
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※原子力災害により遠隔避難をされている福島の避難者の方々については別途検討。



ロードマップ③復興まちづくり

2012年4月〜2013年3月 2013年4月〜2014年3月 2014年4月〜2015年3月

復興
まちづくり

・住民による合意形成組織の設置

・専門家などの支援によるまちづく
り計画の策定

・復興計画の実行
・復興まちづくりの進行

・先行する地区での復興まちづ
くりの幕開け

2012年4月〜2013年3月 2013年4月〜2014年3月 2014年4月〜2015年3月

NPO等 専門家の派遣を通じた合意形成
支援、外部リソースのマッチング

過去の災害の経験の共有
外部リソースのマッチング

復興まちづくりへの継続的支援

企業等 本業を活かした合意形成支援
本業を活かしたまちづくり支
援

「１村１社」的スキームの確立

自治会等
住民による合意形成組織の設立
行政との継続的な対話の実施

まちづくり計画の実行
遠隔避難者等への情報発信

新しいコミュニティの形成
復興まちづくり活動の継続

市町村
住民による合意形成組織の承認
合意形成のしくみづくり

復興計画の着手
仮設住宅等での生活支援

協働によるまちづくりの推進

都道府
県・国

「復興円卓会議」の設置・実施 「復興円卓会議」の実施 「復興円卓会議」の実施

住民による合意形成と、行政による復興計画の実行とがかみ合いながら復興まちづくりが進捗するよう、企
業やNPO、専門家等の外部リソースも活用した合意形成支援およびまちづくり支援を行う。

＜担い手ごとの主な取り組み＞

＜各年ごとの状態目標＞

＜基本的な考え方＞
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ロードマップ④産業再生・就労支援

2012年4月〜2013年3月 2013年4月〜2014年3月 2014年4月〜2015年3月

産業再生・
就労支援

・雇用創出とマッチング支援による就労の場づくり

・仮設商店街のにぎわい創出や被災地の産品の販売促進等によ
る産業の維持

・先行する地区での商店街や
工場等の再スタート
・産業の本格復興の幕開け

被災した事業者への支援や被災地の産品の販売促進により、商店街の再生や地元産業の再興を促し、地
元での就労機会の増加や商業復興を確実なものとする。

2012年4月〜2013年3月 2013年4月〜2014年3月 2014年4月〜2015年3月

NPO等 地元NPOの育成・支援 就労支援プログラムの実施
商店街等の復興支援 社会的企業の創業支援

いきがい・しごとづくり支援

企業等 被災地の事業所の育成・支援 本業を活かした商業支援 長期的な復興への関与

自治会等
商店街等での合意形成組織の
設立、地元情報の発信

仮設から本設への移行準備
復興まちづくりへの参画

新しいコミュニティの形成
復興まちづくり活動の継続

市町村
被災した事業者支援の強化
就労支援プログラムの支援

仮設から本設への移行支援
復興まちづくりと連動した商業
の支援

都道府
県・国

産業復興支援
コミュニティビジネスの創業支
援

復興住宅等での就労支援

＜担い手ごとの主な取り組み＞

＜各年ごとの状態目標＞

＜基本的な考え方＞
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ロードマップ⑤多様性への配慮

子どもや高齢者、障害者、子育て家庭や家族を介護している者など、多様な被災者に配慮のある取り組み
を促すことで、復興のプロセスから孤立することなく、ひとり一人を大切にした復興を実現する。

2012年4月〜2013年3月 2013年4月〜2014年3月 2012年4月〜2013年3月

NPO等 専門NPOの育成・支援 就学・就労支援プログラムの実施
関連施設の再建支援 社会的企業の創業支援

企業等 被災地の支援団体への支援 本業を活かした多様なニーズへの対応

自治会等
課題ごとのコミュニティの形成、
支援団体のネットワークの構築

復興まちづくりへの参画
関連施設の再建の実現

多様な人に配慮のある復興ま
ちづくり活動の継続

市町村
被災した要援護者の実態把握

関連施設の再建支援
復興プロセスへの多様な人の参画促進

都道府
県・国

関連省庁・部署との連携体制の構築、関連情報の提供

＜担い手ごとの主な取り組み＞

＜各年ごとの状態目標＞

＜基本的な考え方＞

2012年4月〜2013年3月 2013年4月〜2014年3月 2014年4月〜2015年3月

教育・医療・
福祉

・子どもや高齢者、障害者、子育て家庭や家族を介護している者
等に配慮のある取り組みの実施

・ひとり一人を大切にした復興計画の策定
・分野ごとに必要な施設の適切な設置計画の策定

・ひとりひとりを大切にした復興
まちづくりの進展
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